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会 議 録

開 催 日 時
令和４年８月１６日（火） 午後２時 開会

午後３時 ８分 閉会

場 所 旭川市教育委員会 会議室

教 育 長 教育長 黒蕨 真一，教育長職務代理者 本田 哲嗣，委 員 滝山 義之

及 び 委 員 委 員 近藤 美保，委 員 山崎 與吉

出
学校教育部長 品田 幸利 社会教育部長 高田 敏和

学校教育部次長 石原 伸広 社会教育部次長 谷口 敦哉

席
説 明 員 学校施設課長 熊谷 修 文化振興課長 高桑 和寿

務 学務課長 矢萩 恵 社会教育課主幹 小島 紀行

者
教職員担当課長 佐藤 文泰 社会教育課 伊藤 知世

局 教育政策課主幹 工藤 秀敏

事 務 局 教育政策課主査 道下 眞紀

職 員 教育政策課 朝倉 裕幸

傍 聴 者 ０人

公開・非公開の別 一部非公開

１ 開会

２ 会議録署名委員

３ 前回会議録

４ 審議事項

・議案第１号 令和４年度教育委員会の事務に関する点検・評価報告書

について

・議案第２号 令和５年度に使用する旭川市立小中学校用教科用図書の

採択について

・議案第３号 旭川市公民館運営協議会委員の委嘱について

・議案第４号 公民館の今後の在り方についての策定方針について

・議案第５号 令和５年度に使用する旭川市立小中学校用教科用図書の

うち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択
会 議 次 第

について

・議案第６号 令和４年度一般会計予算の補正について

・報告第１号 旭川市文化賞選考委員会委員の委嘱（臨時代理）につい

て

・報告第２号 旭川市教育委員会事務局職員の行政措置（臨時代理）に

ついて

・報告第３号 旭川市教育委員会事務局職員の分限処分（臨時代理）に

ついて

・報告第４号 旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）

について

・報告第５号 旭川市立小中学校教職員人事の内申（臨時代理）につい

て

５ 報告事項

（１） 旭川市いじめ防止等対策委員会における調査について
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（２） 令和４年度旭川市文化賞受賞候補者の推薦受付結果について

６ その他

７ 閉会
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審 議 内 容

発 言 者 発 言 要 旨

《 開 会 》

教 育 長 ただいまから，令和４年８月定例教育委員会会議を開会いたします。

《会議録署名委員》

教 育 長 本日の会議録署名委員は，本田委員，山崎委員を指名します。

《 前回会議録 》

教 育 長 会議録ですが，令和４年５月定例教育委員会会議（令和４年５月２０日

開催）については，既にお手元に配付されておりますが，これらの内容に

ついて，御意見はありますか。

各 委 員 ありません。

教 育 長 御意見がありませんので，令和４年５月定例教育委員会会議の会議録に

ついては，承認することで御異議ありませんか。

各 委 員 異議ありません。

教 育 長 「異議なし。」と認め，令和４年５月定例教育委員会会議の会議録につい

ては，承認することといたします。

なお，令和４年６月定例教育委員会会議（令和４年６月２７日開催）及

び令和４年７月定例教育委員会会議（令和４年７月２６日開催）の会議録

については，現在調製中でございますので，調製後，承認するということ

でよろしいですか。

各 委 員 異議ありません。

教 育 長 「異議なし。」と認め，令和４年６月定例教育委員会会議及び令和４年７

月定例教育委員会会議の会議録については，調製後，承認することといたしま

す。

《 審 議 事 項 》

教 育 長 それでは，審議事項に入ります。

議案第１号「令和４年度教育委員会の事務に関する点検・評価報告書に

ついて」，議案第２号「令和５年度に使用する旭川市立小中学校用教科用

図書の採択について」，議案第３号「旭川市公民館運営協議会委員の委嘱

について」，議案第４号「公民館の今後の在り方についての策定方針につ

いて」，議案第５号「令和５年度に使用する旭川市立小中学校用教科用図

書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択について」，

議案第６号「令和４年度一般会計予算の補正について」，報告第１号「旭

川市文化賞選考委員会委員の委嘱（臨時代理）について」，報告第２号「旭

川市教育委員会事務局職員の行政措置（臨時代理）について」，報告第３

号「旭川市教育委員会事務局職員の分限処分（臨時代理）について」，報

告第４号「旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）につい

て」，報告第５号「旭川市立小中学校教職員人事の内申（臨時代理）につ

いて」，報告事項（１）「旭川市いじめ防止等対策委員会における調査につ

いて」及び報告事項（２）「令和４年度旭川市文化賞受賞候補者の推薦受

付結果について」は，その性質上，地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第１４条第７項ただし書の規定により秘密会といたしたいと思います
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が，いかがですか。

各 委 員 異議ありません。

教 育 長 「異議なし。」と認め，議案第１号「令和４年度教育委員会の事務に関す

る点検・評価報告書について」，議案第２号「令和５年度に使用する旭川

市立小中学校用教科用図書の採択について」，議案第３号「旭川市公民館

運営協議会委員の委嘱について」，議案第４号「公民館の今後の在り方に

ついての策定方針について」，議案第５号「令和５年度に使用する旭川市

立小中学校用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図

書の採択について」，議案第６号「令和４年度一般会計予算の補正につい

て」，報告第１号「旭川市文化賞選考委員会委員の委嘱（臨時代理）につ

いて」，報告第２号「旭川市教育委員会事務局職員の行政措置（臨時代理）

について」，報告第３号「旭川市教育委員会事務局職員の分限処分（臨時

代理）について」，報告第４号「旭川市教育委員会事務局職員等の人事異

動（臨時代理）について」，報告第５号「旭川市立小中学校教職員人事の

内申（臨時代理）について」，報告事項（１）「旭川市いじめ防止等対策委

員会における調査について」及び報告事項（２）「令和４年度旭川市文化

賞受賞候補者の推薦受付結果について」は，秘密会といたします。

《 そ の 他 》

教 育 長 他に，何かありますか。

各 委 員 ありません。

事 務 局 ありません。

《 秘 密 会 》

教 育 長 ここからは，秘密会といたします。

ここで皆さんにお諮りいたします。

議案第３号「旭川市公民館運営協議会委員の委嘱について」，報告第１

号「旭川市文化賞選考委員会委員の委嘱（臨時代理）について」，報告第

２号「旭川市教育委員会事務局職員の行政措置（臨時代理）について」，

報告第３号「旭川市教育委員会事務局職員の分限処分（臨時代理）につい

て」，報告第４号「旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）

について」，報告第５号「旭川市立小中学校教職員人事の内申（臨時代理）

について」，報告事項（１）「旭川市いじめ防止等対策委員会における調査

について」及び報告事項（２）「令和４年度旭川市文化賞受賞候補者の推

薦受付結果について」ですが，旭川市教育委員会会議規則のとおり，会議

録には概要を記載することとしたいと思いますが，いかがですか。

各 委 員 異議ありません。

教 育 長 「異議なし。」と認め，議案第３号「旭川市公民館運営協議会委員の委

嘱について」，報告第１号「旭川市文化賞選考委員会委員の委嘱（臨時代

理）について」，報告第２号「旭川市教育委員会事務局職員の行政措置（臨

時代理）について」，報告第３号「旭川市教育委員会事務局職員の分限処

分（臨時代理）について」，報告第４号「旭川市教育委員会事務局職員等

の人事異動（臨時代理）について」，報告第５号「旭川市立小中学校教職

員人事の内申（臨時代理）について」，報告事項（１）「旭川市いじめ防止

等対策委員会における調査について」及び報告事項（２）「令和４年度旭

川市文化賞受賞候補者の推薦受付結果について」は，会議録には概要を記

載することといたします。

議案第１号「令和４年度教育委員会の事務に関する点検・評価報告書に

ついて」，説明願います。

工藤教育政策課主幹 本件につきましては，地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２６
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条の規定により，毎年行うこととされており，令和４年４月定例教育委員

会会議において，実施方法について御決定いただいた後，学校教育部と社

会教育部でそれぞれ作業を進めてまいりました。この度，別冊のとおり作

成いたしましたので，評価手法，評価結果及び学識経験者の意見と教育委

員会の考え方を説明します。

まず，第２期旭川市学校教育基本計画に基づく点検・評価についてです。

第２期計画における基本施策は，２６の指標を設定しており，毎年度，

成果を客観的に検証し，課題等を明らかにして，翌年度以降の施策や事業

などに反映させることとしております。

基本施策の２６の指標については，令和３年度の目標値に達したものを

「達成」，達していないものを「未達成」として達成状況を示し，さらに，

「未達成」の指標については，令和２年度の実績値との比較を示しており

ます。

昨年度，一部の指標について，第２期旭川市学校教育基本計画に基づく

取組により実施した児童生徒アンケートについて，評価対象をこれまでの

特定の学年から全学年に変更しましたが，今年度は，調査の方法を紙ベー

スのマークシート形式からＩＣＴを活用したタブレットによるものに変更

しております。また，各「基本施策」の「取組の状況」については，進捗

状況などを記述し，「課題と改善に向けた今後の方向性」では，指標や取

組の状況を踏まえ，今後の方向性等をできるだけ具体的に記述しておりま

す。

学校教育部の評価結果につきましては，指標の達成状況は，「達成」が

１６，「未達成」が２９となっており，「未達成」のうち，令和２年度の実

績値より向上したものが５，低下したものが２４となっております。

次に，旭川市社会教育基本計画に基づく点検・評価です。

評価手法につきましては，旭川市社会教育基本計画の２つの基本理念を

達成するために５つの基本目標を掲げ，基本目標ごとに，目指すべき状況

である成果目標を設定しており，この成果目標の状況を数値で客観的に把

握するために，成果指標を設定しております。

なお，点検評価の構成及び記載方法については，おおむね学校教育部と

同様となっております。

４１の成果指標の達成状況は，「達成」が８，「未達成」が３３となって

おり，「未達成」のうち令和２年度の実績値より向上したものが１２，低

下したものが２１となっております。

次に，学識経験者の意見でございます。大学教授のお二人に依頼し，当

報告書への意見をいただき，その意見に対する教育委員会の考え方と併せ

て掲載しております。

学校教育部に関しては，「令和２年度の実績値よりも低下しているもの

が多く，目標値については，達成や未達成により見直すことも必要だと思

うが，毎年見直しなどを行うと本質的な成果と課題が分かりにくくなる場

合もある。」との意見のほか，「教員の働き方改革を推進していく上で，目

標値自体が甘いと感じる。特に中学校での改善は喫緊の課題であることか

ら，実現可能な改革を行っていくべきである。」などの意見がございまし

た。

社会教育部に関しては，「点検・評価全般に関わり，課題と改善に向け

た方向性を明確に分けて記載することで，評価の蓄積と可視化を実現でき

る。」との意見のほか，「ボランティア活動には，例えば，ＩＣＴを利用し

て自由な時間に活動を行うなどの事例があり，施設内での活動に限定しな

い様々なボランティアの形を検討してはどうか。」という意見や「郷土の

文化に愛着を持てるようにするためには，文化財の価値や魅力の情報発信

と併せて，価値や魅力への「気づき」を誘発する学習機会の提供も有効で

はないか。」などの意見がありました。



- 6 -

教 育 長 議案第１号「令和４年度教育委員会の事務に関する点検・評価報告書に

ついて」，御意見，御質問等はありますか。

本 田 委 員 学識経験者の方から，目標値の妥当性を指摘されておりますが，設定し

た目標値の高低が達成状況の増減に影響しているという指摘がされないよ

う目標値の設定について，検討していただきたいと思います。社会教育部

は，課題と改善に向けた今後の方向性において，どのように取り組み，結

果としてどうなったのかという点について記載するべきではないかと指摘

されています。様々な取組を行っているかと思いますので，それがしっか

りと評価されるよう今後は改善していただければと思います。

滝 山 委 員 達成より未達成の方が多いですが，特に，未達成の指標の中で，令和２

年度の実績値と比較して，低下したものの数が多いのはなぜですか。

工藤教育政策課主幹 詳細な分析につきましては現段階では行っておりませんが，コロナ禍に

おける子ども同士の関わりや教育活動の変化など，学校生活の変容などが

影響しているのではないかと考えます。

本 田 委 員 学校教育部では，中学校において実績値の低下が顕著になっています。

低下の一因としてコロナの影響もあるかと思いますが，原因の分析とコロ

ナ禍においても取組に一定の成果があったものなど評価結果をきちんと整

理しておくことが必要だと思います。

教 育 長 他に御意見，御質問等はありますか。

各 委 員 ありません。

教 育 長 それでは，議案第１号「令和４年度教育委員会の事務に関する点検・評

価報告書について」は，原案どおり決定することで御異議ありませんか。

各 委 員 異議ありません。

教 育 長 「異議なし。」と認め，議案第１号「令和４年度教育委員会の事務に関

する点検・評価報告書について」は，原案どおり決定します。

次に，議案第２号「令和５年度に使用する旭川市立小中学校用教科用図

書の採択について」，説明願います。

学 務 課 長 令和５年度に使用する教科用図書につきましては，小学校用については，

令和元年度に採択を行い，中学校用については，令和２年度に採択を行っ

た後，社会（歴史的分野）の教科用図書について，文部科学省の検定を受

けて新たに発行された教科用図書があったことから，令和３年度に改めて

採択を行い，令和２年度に採択した教科用図書と同じ教科用図書を採択し

たところであります。

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第１４条の規定に

基づき，政令で定める期間である４年間，毎年度，種目ごとに同一の教科

書を採択することとされていることから，令和５年度に使用する小学校用

教科用図書，中学校用教科用図書については，現在使用している教科用図

書を採択することについて，御審議いただきたいと思います。

教 育 長 議案第２号「令和５年度に使用する旭川市立小中学校用教科用図書の採

択について」，御意見，御質問等はありますか。

各 委 員 ありません。

教 育 長 それでは，議案第２号「令和５年度に使用する旭川市立小中学校用教科

用図書の採択について」は，原案どおり決定することで御異議ありません

か。

各 委 員 異議ありません。

教 育 長 「異議なし。」と認め，議案第２号「令和５年度に使用する旭川市立小

中学校用教科用図書の採択について」は，原案どおり決定します。

＜議案第３号「旭川市公民館運営協議会委員の委嘱について」＞

令和４年８月１６日から令和５年１０月３１日までを任期とする旭川市

公民館運営協議会委員を委嘱することについて説明があり，審議の結果，

原案どおりこれを決定した。
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教 育 長 次に，議案第４号「公民館の今後の在り方についての策定方針について」，

説明願います。

谷口社会教育部次長 社会教育委員会議からの「旭川市における公民館の位置付けの見直しに

ついて（答申）」を踏まえ，本市の公民館の今後の方向性を示す公民館の

今後の在り方についてを策定することとしましたので，その策定方針につ

いて御説明させていただきます。

はじめに，策定に当たっての「１ 基本的な考え方」ですが，「旭川市

における公民館の位置付けの見直しについて（答申）」を踏まえ，公民館

の現状と課題を整理した上で，公民館の今後の在り方を示し，地域の実情

に応じた学習と活動を結び付け，地域づくりの拠点となることを目指すも

のであります。

「２ 旭川市公民館が目指すべき姿」は，「地域の人づくり・地域づく

りの拠点となる公民館」と「地域において親しまれる場となる公民館」の

２つでございます。

「３ 答申を踏まえた検討方針」で，公民館は，社会教育法に基づく施

設として維持することを基本としながら，公民館の運営方法や事業等の充

実の考え方（ソフト面）と，施設の老朽化や地域の現状を踏まえた将来的

な施設の在り方（ハード面）について検討することとし，「４ 公民館の

課題」で，本市の公民館における現状の課題をソフト面とハード面に分け

て整理します。

「５ 課題解決のための取組」については，答申で示された公民館の位

置付けを見直す際の７つの視点との関係性にも留意しながら，旭川市公民

館の目指すべき姿を実現するための課題解決に向けた取組を示します。

最後に「６ その他」として，策定に当たり，社会教育委員会議をはじ

め，公民館運営協議会や市民の意見を幅広く聴いて進めてまいりたいと考

えております。

次に， 骨子案につきましては，策定方針に沿って，「旭川市公民館が目

指すべき姿」を示し，「答申を踏まえた検討方針」で本市の考え方を示し，

現状の「公民館の課題」を整理し，「課題解決のための取組」を進めてい

くという流れでございます。

公民館の課題をソフト面で３つ，ハード面で２つ挙げております。課題

１に対しては２つ，課題２と３に対してはそれぞれ３つの取組を挙げてお

ります。また，ハード面の課題に対しては，２つの課題に共通なものとし

て，取組を２つ挙げております。

なお，この骨子案は，課題や取組など現時点での内容を整理し，作成し

たものであり，これらを踏まえて，公民館の今後の在り方についての策定

に当たってまいります。

次に，策定日程（案）につきましては，骨子案を基に，今後，公民館の

今後の在り方について（案）の作成作業に取りかかり，教育委員の皆様に

は，１０月上旬には，公民館の今後の在り方について（案）を配付する予

定でおります。その後，１０月中旬に教育委員会協議会で協議いただくと

ともに，１０月下旬まで，教育委員の皆様から，引き続き御意見をいただ

く予定です。１１月の定例教育委員会会議において，パブリックコメント

実施について御審議いただき，１２月から翌年１月にかけて，パブリック

コメントの実施を予定しております。２月の定例教育委員会会議において，

パブリックコメントの結果について御報告させていただきます。その後，

３月の定例教育委員会会議において，公民館の今後の在り方についての最

終案について御審議をいただきたいと考えております。

公民館の今後の在り方についての策定までに，教育委員の皆様の御意見

をいただく機会が何度かございますが，会議以外でも必要に応じて御意見

をいただきたいと考えておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。
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教 育 長 議案第４号「公民館の今後の在り方についての策定方針について」，御

意見，御質問等はありますか。

本 田 委 員 骨子案については，特段問題はないかと思いますが，大事なのは課題解

決のための取組の具体案でありますので，次回お示しいただきたいです。

また，地域の実情によっても，公民館の使用状況は違うと思われますので，

地域差や特性なども教えていただきたいです。

山 崎 委 員 今後の議論に当たっては，住民センターなどの公民館と類似した集会施

設について，一覧や管理主体などをまとめたものがあると良いかと思いま

す。

教 育 長 他に御意見，御質問等はありますか。

各 委 員 ありません。

教 育 長 それでは，議案第４号「公民館の今後の在り方についての策定方針につ

いて」は，原案どおり決定することで御異議ありませんか。

各 委 員 異議ありません。

教 育 長 「異議なし。」と認め，議案第４号「公民館の今後の在り方についての

策定方針について」は，原案どおり決定します。

次に，議案第５号「令和５年度に使用する旭川市立小中学校用教科用図

書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択について」，

説明願います。

学 務 課 長 令和５年度に使用する小学校用教科用図書及び中学校用教科用図書を採

択いただいたところでございますが，特別支援学級において当該教科用図

書を使用することが適当でない場合，児童生徒一人一人の障害の種類，程

度や能力に応じた内容のものを教科用図書として使用することができるよ

うに，北海道教育委員会が採択した「道立特別支援学校の小学部及び中学

部において令和５年度に使用する学校教育法附則第９条に規定する教科用

図書（一般図書）選定一覧」に掲載されている一般図書を採択することに

ついて，御審議いただきたいと思います。

教 育 長 議案第５号「令和５年度に使用する旭川市立小中学校用教科用図書のう

ち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択について」，御意見，

御質問等はありますか。

各 委 員 ありません。

教 育 長 それでは，議案第５号「令和５年度に使用する旭川市立小中学校用教科

用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択について」

は，原案どおり決定することで御異議ありませんか。

各 委 員 異議ありません。

教 育 長 「異議なし。」と認め，議案第５号「令和５年度に使用する旭川市立小

中学校用教科用図書のうち学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の

採択について」は，原案どおり決定します。

次に，議案第６号「令和４年度一般会計予算の補正について」，説明願い

ます。

石原学校教育部次長 本件は，令和４年度旭川市一般会計補正予算について，旭川市議会令和

４年第３回定例会に議案を提出するよう市長へ意見を申し出るものであり

ます。学校教育部所管分から御説明いたします。

学校施設改修費（中学校）補正額１，１４０万円につきましては，旧雨

紛中学校の校舎等を公募により売却するに当たり，面積等を確定するため

実施する測量委託料のほか，隣接する雨紛小学校との間の渡り廊下の解体

撤去及び敷地境界の柵の設置費用等を補正しようとするものです。

なお，補正予算議決後に，測量及び土地・建物の登記等の手続を行い，

令和５年度当初から公募を実施し，同年度中に売却を完了する予定であり

ます。

修学旅行等関連費（小学校）補正額１万４千円，修学旅行等関連費（中

学校）補正額６２万９千円につきましては，昨年度も補正により実施した
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事業でありますが，新型コロナウイルス感染症の影響により生じた修学旅

行や宿泊研修のキャンセル料を支援するもので，感染等により出席停止と

なり不参加となった児童生徒の修学旅行等に係るキャンセル料を支援しよ

うとするものです。

なお，財源として，国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金を活用する予定となっております。以上が学校教育部の補正予算でご

ざいます。

文 化振興 課長 続きまして，社会教育部の令和４年度旭川市一般会計補正予算について

御説明いたします。

文化財保存費補正額１１０万円につきましては，今年３月に小屋根が崩

落した９条通１１丁目の旧宮北邸におきまして，現在ブルーシートによる

仮覆いをしている崩落部分をコンパネと鉄板による覆いとする補修を実施

するとともに，併せて目視では確認しづらい建物高所の石材の安定度と，

建物の構法確認についての調査を行う費用を補正しようとするものでござ

います。

教 育 長 議案第６号「令和４年度一般会計予算の補正について」，御意見，御質

問等はありますか。

各 委 員 ありません。

教 育 長 それでは，議案第６号「令和４年度一般会計予算の補正について」は，

原案どおり決定することで御異議ありませんか。

各 委 員 異議ありません。

教 育 長 「異議なし。」と認め，議案第６号「令和４年度一般会計予算の補正に

ついて」は，原案どおり決定します。

＜報告第１号「旭川市文化賞選考委員会委員の委嘱（臨時代理）について」＞

令和４年８月９日から同年１１月３日までを任期とする旭川市文化賞選

考委員会委員を委嘱することについて，教育長が臨時に代理した旨を報告

し，報告のとおり了承した。

＜報告第２号「旭川市教育委員会事務局職員の行政措置（臨時代理）につ

いて」＞

令和４年７月２７日付けの旭川市教育委員会事務局職員の行政措置につ

いて，教育長が臨時に代理した旨を報告し，報告のとおり了承した。

＜報告第３号「旭川市教育委員会事務局職員の分限処分（臨時代理）につ

いて」＞

令和４年７月３０日から同年８月２日付けまでの旭川市教育委員会事務

局職員の分限処分について，教育長が臨時に代理した旨を報告し，報告の

とおり了承した。

＜報告第４号「旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動（臨時代理）に

ついて」＞

令和４年７月１２日付けの旭川市教育委員会事務局職員等の人事異動に

ついて，教育長が臨時に代理した旨を報告し，報告のとおり了承した。

＜報告第５号「旭川市立小中学校教職員人事の内申（臨時代理）について」＞

令和４年７月１１日から同月２０日付けまでの北海道教育委員会に対し

行った旭川市立小中学校教職員人事の内申について，教育長が臨時に代理

した旨を報告し，報告のとおり了承した。

＜報告事項（１）「旭川市いじめ防止等対策委員会における調査について」＞

重大事態とした事案に関わり，旭川市いじめ防止等対策委員会の進捗状
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況等について，報告を受けた。

＜報告事項（２）「令和４年度旭川市文化賞受賞候補者の推薦受付結果に

ついて」＞

令和４年６月１５日から同年７月３１日までの受付期間における令和４

年度旭川市文化賞受賞候補者の推薦受付結果について，報告を受けた。

《 そ の 他 》

教 育 長 他に，何かありますか。

各 委 員 ありません。

事 務 局 ありません。

教 育 長 それでは，以上で令和４年８月定例教育委員会会議を終了いたします。

《 閉 会 》


